
 

令和元年度第２回 野田市都市計画審議会次第 

日時  令和元年１０月１７日（木） 

午前１０時から 

場所  市役所高層棟８階大会議室 

１ 開  会 

２ 市長挨拶 

３ 議  事  

議案第１号  野田都市計画生産緑地地区の変更について（付議） 

４ そ の 他   ①千葉県による都市計画見直しの基本方針に対する市の方針 

②千葉県による都市再開発の方針の見直しに対する市の方針 

③市街化調整区域における地区計画について 

④特定生産緑地及び今後のスケジュールについて 

５ 閉  会 



 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 

 

 野田都市計画生産緑地地区の変更について（付議） 
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野田都市計画生産緑地地区の変更（野田市決定） （案）

野田都市計画生産緑地地区中８４号山崎第２生産緑地地区を次のように変更す

る。

名 称
面 積 備 考

番 号 生 産 緑 地 名

８４ 山 崎 第 ２ 生 産 緑 地 地 区 ― 廃止 △約 0.18ha

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

理由：生産緑地法第１４条の規定に基づく行為の制限の解除により、生産緑地と

しての機能が失われたため、当該地区について変更するものである。

＜参考：変更概要＞

番号 生産緑地名 所 在 変更要因

８４ 山崎第２
山崎字東大和田
1418 番 2、1421 番 2、
1435 番 2、1436 番 4

主たる従事者の死亡

全部廃止（△約 0.18ha）
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生産緑地地区の変更の内訳総括表

今回の変更に関する区域 生産緑地地区全体の内訳

地区数 追加 廃止 面積の増減

変更後 変更前

地区数 合計面積 地区数 合計面積

１地区 － 約 0.18ha △約 0.18ha 184 地区 約 31.45ha 185 地区 約 31.63ha

＜参考：生産緑地法抜粋＞

（生産緑地の買取りの申出）

第十条 生産緑地（生産緑地のうち土地区画整理法第九十八条第一項（大都市地域におけ

る住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合

を含む。）の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する

従前の土地。この項後段において同じ。）の所有者（以下「生産緑地所有者」という。）

は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第二十条

第一項（同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による告示の日

から起算して三十年を経過する日（以下「申出基準日」という。）以後において、市町

村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取

るべき旨を申し出ることができる。この場合において、当該生産緑地が他人の権利の目

的となつているときは、第十二条第一項又は第二項の規定による買い取る旨の通知書の

発送を条件として当該権利を消滅させる旨の当該権利を有する者の書面を添付しなけ

ればならない。

２ 生産緑地所有者は、前項前段の場合のほか、同項の告示の日以後において、当該生産

緑地に係る農林漁業の主たる従事者（当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務

につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。）

が死亡し、又は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定

めるものを有するに至つたときは、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面

をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。この場合に

おいては、同項後段の規定を準用する。

（都市計画決定年月日）

野田地域 平成 ４年１１月２４日 （法施行による新規指定）

関宿地域 平成１５年１２月１９日 （市町村合併による新規指定）
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都市計画変更スケジュール
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